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番

号 
質 問 事 項 回       答 

１ 
様式 4-2-1の提出は、代表構成員のみで問題ないか。構成

員は不要か。 

構成員すべての提出が必要です。 

２ 

様式4-2-1使用印鑑届（共同提案）について、代表団体

は「令和7・８・９年度大阪市入札参加資格者名簿」に

登録済であり、当該使用印鑑届についても既に提出済で

あるが、「使用印」を変更することを目的に再度提出し

てもよろしいか。 

募集要項６．（３）イにおいて、「「令和７・８・９年度本市入札参

加有資格者名簿」に登録のある者については省略できるものとする」

と定める書類をすべて提出する場合、様式 4-1及び様式 4-2-1の使用

印を、「令和７・８・９年度本市入札参加有資格者名簿」に登録され

ている使用印と異なるものを使用することができます。 

３ 

再委託に係る特記仕様書の第 4項において、「地方自治法

施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定に基づき、契

約の性質又は目的が競争入札に適さないとして、随意契

約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、

前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として

業務委託料の 3 分の 1 以内で申請がなされた場合に限

り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これ

を超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又

は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選

定したときは、この限りではない。」とあるが、公募型プ

ロポーザル方式で行われる本件においては、業務委託料

の 3分の 1以上の再委託も可能と理解してよろしいか。 

再委託に係る特記仕様書 第３項を満たす場合においては、業務委託

料の 3分の 1以上の再委託も可能です。なお、本案件は、再委託に係

る特記仕様書 第１項に定める事項について再委託できません。 

４ 

募集要項 p5 上から 5行目の「施設平面図」とは、現地見

学会にて配布された施設平面図と同じものと理解してよ

ろしいか。 

現地見学会にて配布した施設平面図と同じものです。 

 


